
  （（（   資資資   料料料   編編編   ）））   

      予予  算算  のの  概概  要要  

  

    三春町の平成２５年度一般会計予算は  ６６７７億億６６，，７７２２００万万円円  です。 

   平成２４年度予算の６９億８，３４６万円と比べ２億１，６２６万円の減額です。 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    自主財源・・・町が自ら収入することができるお金。町税や施設の使用料、窓口の手数料など。 

  依存財源・・・国や県から交付されるお金や借金。地方交付税や補助金、町債など。 

 

    入るお金（歳入）について 

   ◆ 町   税  前年度より１億４，８０７万円多い１６億６１１万円を見込みました。 

   ◆ 地方交付税  前年度より７，３４７万円多い２４億１，９２１万円を見込みました。 

   ◆ 国庫支出金  中心市街地再生整備事業補助金、小学校改修費国庫補助金、道路整備費国庫補助金

などを合わせて５億６，４３０万円を計上しました。 

   ◆ 町債(借入金） 臨時財政対策債２億円、道路整備事業債や学校教育施設等整備事業債など合わせて

４億７，４２０万円を計上しました。

歳歳  入入 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 義務的経費・・・歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費をいいます。極めて硬直性の強い経費
です。一般に、人件費、扶助費および公債費の合計をいいます。家計に例えると、家賃や高熱水費、ロ
ーンの返済などに似ています。必ず支払わなければならない経費です。 

 投資的経費・・・歳出のうち、その支出が資本形成に向けられるものをいいます。一般に、普通建設事業費、災害復旧
事業費および失業対策事業費の合計をいいます。 家計に例えると、家や車庫を建てるためのお金に似
ています。 

    出るお金（歳出）について 
◆ 義務的経費 

人件費  職員の給与・手当、議員報酬などの経費で １２億３，７４０万円。 
公債費  借入金の元金、利子の返済する経費で、８億５，６８２万円。 
扶助費  児童手当支給費、子育て支援医療費助成、障がい者給付、老人福祉施設入所費用など各種扶

助の経費で、７億８，４７５万円。 
◆ 投資的経費（建設事業） 

  町道太田線、町道下舞木岩本線外、町道上舞木戸ノ内２号線、五本木垢潜薬師道線、町道永作地内道
路などの道路改良工事費、三春小学校改修事業、防火水槽新設工事などの経費で、８億４，２５４万円。 

◆ その他の経費 
物件費   臨時職員賃金、各業務、各種検診などの委託料、需用費、役務費などの経費で、 

１０億１，８７２万円。 
補助費等  地デジ難視対策補助金、太陽光発電設備等設置補助金、三春小学校弁当給食差額負担金な

どの新規事業や、郡山地方広域消防組合分担金、田村広域行政組合負担金、上水道事業、
公共下水道事業、病院事業の運営費用への補助金、各種団体への補助金、負担金などの経
費で、１０億３，４４８万円。 

繰出金   国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、放射性物質対策特
別会計などへ支出される経費で、６億８，７２８万円。 

   維持補修費 道路、橋梁などの補修、小中学校など公共施設を補修する経費で、１億５９７万円。 
   投資・出資・貸付金   

上水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、個別排水処理事業の建設事業へ支出す
る経費などで、１億２，８１０万円。 

   積立金   老朽化等により今後増えてくる公有施設の修繕に備えた三春町公有施設整備基金への積
立金など、各基金への積立ての経費で、５，１１６万円。 

歳歳  出出 



       借借入入金金（（町町債債））とと預預金金（（基基金金））のの額額  

 

三春町の平成２５年度末の借入金残高は  ８８４４億億１１，，８８６６５５万万円円となる見込みです。  

借入金残高は、平成１４年度末の１３５億７，５５７万円をピークに減少し、平成２３年度には 

５０億５，３１６万円減の８５億２，２４１万円となりましたが、学校建設や台風災害などに係る借

入れにより、平成２４年度からの残高は、ほぼ横ばいとなる見込みです。 

 

▼ 借入金残高の推移（一般会計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

平成２５年度末の借入金残高は８４億１，８６５万円となる見込みで、建設事業債の残高は 

５４億２，０８０万円、財源対策債の残高は２９億９，７８５万円となります。なお、財源対策債の残

高については交付税（臨時財政対策債返済金）として措置されます。 

 企業会計（水道・下水道）にも３８億５，３４７万円の借入残高があります。 

 

 借入金（町債） 

自治体の借金は、地方債や起債と呼ばれて、町の場合は町債とも呼ばれます。 

自治体の予算には、その年度使うお金は、その年度に得る収入（町税や地方交付税）でまかなうことを基本と

した「会計年度独立の原則」があります。 

しかしながら、その年度で町民のみなさんからいただく税金や地方交付税などだけでは、多額の費用がかかる

施設の建設などを行うことが困難です。また、将来にわたって使用するような施設の建設費をその年度に住んで

いる住民の方だけが負担するよりも、その施設を利用することができる将来の住民の方も借金を返済する形で少

しずつ負担するとの考えもあります。 

そこで、自治体にも借入金を起こせる「起債」という制度があります。 

ただし、後年度負担が増えるため、やみくもに借り入れることは許されず、返済金の一部が後年度に地方交付

税で返ってくるようなものを中心として慎重な借り入れをしています。 
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三春町の平成２５年度末の基金総額は  ２２５５億億９９，，５５６６５５万万円円  となる見込みです。  

財政調整基金額は、平成２４年度末に７億３，９０２万円となり、 

平成２５年度末には４億７，１６７万円となる見込みです。 

▼ 基金額の推移（一般会計） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    預金（基金） 

町には、土地や建物、物品や債権などさまざまな財産のほかに、一般家庭の預金に相当するといわれる基金が

あります。 

町の預金は、財政調整基金、減債基金、その他の目的基金に大きく分けられます。 

● 財政調整基金 

町ではいつもの年度と比べて収入が少なかったからといって行政サービスを低下させることはできません

し、逆に、いつもの年度より収入が多かったからといって全額を使うようなことはしてはいけません。この

ため、余裕のお金があれば預金として積み立てられ、災害などによりお金が不足するような時は、預金を切

り崩して賄います。このようにして積み立てられてきたお金が財政調整基金です。 

● 減債基金 

借金の返済金のためだけに使用することができる積立金です。 

● その他の目的基金 

   福祉基金や水道事業経営安定化基金、観光振興基金や文化財振興基金など、使う目的を決めた基金があり

ます。銀行などに預けているので利息なども積み立てます。また、平成２４年度には、基金を利活用するた

めに統廃合を行い整理しました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


